
判定ステッカーの掲示
判定結果に応じたステッカーを建築物の玄関戸などの見やすい場所に貼り付け、表示します。このステッカーを

表示することで建築物の居住者・利用者や付近を通行する歩行者に注意喚起します。

屋根

柱、梁

床

外壁

窓、扉

トイレ・浴槽
水道などの配管・配線

基礎

▲外壁の剥離、柱の傾き

被
害
程
度
に
応
じ
た
支
援
が
あ
り
ま
す
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被害度 被害の程度 住宅全体に
対する損害割合 損傷の例示 補助対象

大

小

全壊 50%以上 倒壊、外壁・柱の 
重大な傾斜など ×

大規模半壊 40%以上 
50%未満

外壁の著しいずれ 
・はく落など 〇

半壊 20%以上 
40%未満

屋根瓦の全面的な 
ずれ・落下など 〇

一部損壊 20%未満 基礎部のわずかな 
ひび割れなど ×

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー

判
定
内
容

建築物の被害が大きく、使用や立入
は危険です。

建築物に被害が認められますが、ス
テッカーに記載されている注意事項
に留意することにより立入などが可
能です。

建築物の被害は軽微であり使用可能
です。ただし、余震などにより被害
が進み、判定結果が変わる可能性も
あります。

応
急
危
険
度
判
定
に
つ
い
て

大
規
模
な
地
震
に
よ
り
被
災
し
た
建
築

物
は
、
そ
の
後
の
余
震
な
ど
に
よ
り
倒
壊

や
外
壁
な
ど
の
落
下
、
付
属
設
備
の
転
倒

な
ど
の
二
次
災
害
を
発
生
さ
せ
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

応
急
危
険
度
判
定
は
、
こ
の
よ
う
な
被

災
建
築
物
の
危
険
性
を
応
急
的
に
判
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
人
命
に
か
か
わ
る
二
次

災
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
判
定
開
始
時
期
は
災
害
発
生
後
お

よ
そ
２
日
目
以
降
か
ら
で
す
。

応
急
危
険
度
判
定
士
に
つ
い
て

応
急
危
険
度
判
定
士
と
は
都
道
府
県
の

認
定
登
録
を
受
け
た
行
政
職
員
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
民
間
建
築
士
で
、
被
災
後
、
住

宅
の
傾
き
や
ヒ
ビ
な
ど
を
調
査
し
、
そ
の

危
険
度
を
判
定
し
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を

応
急
危
険
度
判
定
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
非
常
に
重
要

な
活
動
で
す
。
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
、

応
急
危
険
度
判
定
士
が
調
査
に
訪
れ
た
場

合
、
円
滑
な
判
定
活
動
が
行
え
る
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
注
意
を

大
規
模
災
害
時
は
災
害
に
便
乗
し
た
悪

質
な
業
者
に
よ
る
調
査
・
強
引
な
押
売
り

な
ど
が
起
こ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

応
急
危
険
度
判
定
は
、
市
災
害
対
策
本
部

が
実
施
を
宣
言
し
た
上
で
行
わ
れ
、
判
定

士
は
登
録
証
を
携
帯
し
判
定
活
動
を
進
め

て
い
ま
す
。
不
審
な
場
合
は
、
登
録
証
の

提
示
を
求
め
、
身
分
な
ど
を
市
対
策
本
部

へ
確
認
す
る
な
ど
し
て
く
だ
さ
い
。

被
災
住
宅
の
応
急
修
理
に
対
す
る
補

助
制
度
が
あ
り
ま
す

被
災
後
、
生
活
を
再
建
す
る
上
で
最
も

重
要
と
な
る
の
が
住
居
の
確
保
で
す
。

日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
部
分
に
つ

い
て
行
う
「
応
急
的
な
修
理
」
に
対
し
補

助
を
す
る
こ
と
で
、
避
難
所
な
ど
か
ら
早

期
に
自
宅
に
戻
れ
る
よ
う
促
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

応
急
修
理
の
対
象
に
つ
い
て

応
急
修
理
の
対
象
範
囲
は
、
次
の
基
準

で
判
断
し
ま
す
。

①
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
部
分
の
修

　
理
で
あ
る
こ
と
（
左
図
に
示
す
箇
所
な
ど
）

②
地
震
に
よ
る
被
害
の
修
理
で
あ
る
こ
と

③
柱
の
応
急
修
理
が
不
可
能
な
場
合
で
、

　
壁
を
新
設
す
る
な
ど
の
代
替
措
置
も
可

④
内
装
に
関
す
る
も
の
は
原
則
対
象
外

⑤
家
電
製
品
は
対
象
外

ま
ず
は
罹り

災さ
い

証
明
の
申
請
を

応
急
修
理
の
補
助
制
度
を
利
用
す
る
に

は
、
ま
ず
罹
災
証
明
書
を
交
付
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

罹
災
証
明
書
と
は
、
自
然
災
害
に
よ
る

住
宅
の
被
害
の
程
度
を
証
明
す
る
書
面
で
、

全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半
壊
、
一
部
損
壊

の
４
段
階
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
交
付
さ
れ
た
証
明
書
は
他
の
支

援
制
度
の
手
続
き
で
も
必
要
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
応
急
危
険
度
判
定
を
さ
れ
た
住

宅
に
お
い
て
も
罹
災
証
明
の
た
め
の
調

査
・
認
定
が
別
途
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
応
急
修
理
の
補
助
対
象
は
半
壊
ま
た
は
大

規
模
半
壊
の
場
合
で
す
。
全
壊
の
場
合
は
、

応
急
的
な
修
理
で
は
十
分
な
復
旧
が
で
き

な
い
た
め
、
仮
設
住
宅
の
提
供
な
ど
に
よ

り
対
応
し
ま
す
。

そ
の
他
の
条
件
や
補
助
限
度
額

所
得
制
限
や
そ
の
他
の
条
件
に
つ
い
て

は
災
害
規
模
な
ど
に
応
じ
、
そ
の
都
度
決

定
し
ま
す
。

平
成
28
年
の
熊
本
地
震
で
は
１
世
帯
当

た
り
の
補
助
限
度
額
は
57
万
６
千
円
で
し

た
。

被
災
後
の
住
宅
確
保
の
流
れ

被
災
住
宅

判
定
士
が
応
急
危
険
度
判
定
調
査
を
行
い
ま
す

防 災 特 集

▲応急修理の対象箇所

▲屋根瓦の破損、落下

避難所

など 

被災住宅の

応急修理 
自宅で 

居住 
自宅で継続

居住 

応急仮設住宅 
公営住宅への入居 

民間住宅（賃貸など） 

公的住宅（災害公営など） 

 

応急居住段階 恒久居住段階 

住宅の修繕・ 

解体・新築 
被災 

半壊 
など 

全壊 

問　建築課（☎62-1021）


